
島根特別栽培米取扱要項 

                                 平成２７年４月制定 

                           島根県農業協同組合 

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン（１８消安第１４４１３号）（以下「ガイドライン」

という）に基づき、本取扱要項により取り扱う。 

１．名  称：島根特別栽培米 

２．耕種基準：別紙（１～３）のとおり 

３．使用する節減対象農薬（※）・化学肥料： 

原則として、各地区本部単位で統一した化学肥料・農薬を使用することとする。 

また、節減対象農薬の有効成分使用回数および化学肥料の窒素成分量については、島根県に

おける慣行栽培の５割以下の使用を厳守する。万が一、節減対象農薬の有効成分使用回数お

よび化学肥料の窒素成分量が慣行栽培の５割を超えた使用が認められた米穀が発見された場

合は、当該米穀については通常米（慣行栽培米）扱いとする。 

※「節減対象農薬」…「化学合成農薬」から「有機農産物のＪＡＳ規格で使用可能な農薬」

を除外したもの。 

４．表示事項： 

 (1)島根特別栽培米についての表示を行う者（以下「表示者」という。）が一括して表示すべ

き事項は、次のとおりとする。 

  ① 特別栽培農産物の名称 

  ② ガイドラインに準拠している旨 

  ③ 栽培責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先 

  ④ 確認責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先 

  ⑤ 精米確認者の氏名又は名称、住所及び連絡先（※精米販売する場合のみ） 

 (2)農薬を使用していない島根特別栽培米にあっては、(1)に定めるもののほか、その旨を表示 

するものとする。 

 (3)節減対象農薬を使用していない島根特別栽培米にあっては、(1)に定めるもののほか、その 

旨を表示するものとする。なお、節減対象農薬以外の農薬を使用している場合にあっては、 

栽培管理記録（様式２）において当該農薬の使用記録を保管するものとする。 

 (4)窒素成分を含む化学肥料を使用していない島根特別栽培米にあっては、(1)に定めるものの 

ほか、その旨を表示するものとする。 



 (5)節減対象農薬又は窒素成分を含む化学肥料を使用した島根特別栽培米にあっては、(1)に定 

めるもののほか、節減割合を表示するものとする。 

 (6)節減対象農薬を使用した島根特別栽培米にあっては、一括表示とは別に、生産過程等にお 

いて現に使用した節減対象農薬の名称、用途及び使用回数を表示するものとする。 

５．表示の方法: 

  ４に掲げる事項の表示に際しては、表示者は次に定めるところにより行うものとする。 

 (1)表示者が一括して表示すべき事項は、他と明瞭に区別される枠内に表示するものとする。 

 (2)特別栽培農産物の名称 

  「特別栽培農産物」、「特別栽培米」と記載するものとする。 

 (3)ガイドラインに準拠している旨 

   ガイドラインに準拠している旨を「農林水産省新ガイドラインによる表示」と記載するも 

のとする。 

 (4)栽培責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先 

   団体にあっては、団体の名称、代表者名又は担当部署名、所在地及び連絡先を記載するも 

のとする。 

 (5)確認責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先 

   団体にあっては、団体の名称、代表者名又は担当部署名、所在地及び連絡先を記載するも 

のとする。 

 (6)精米確認者の氏名又は名称、住所及び連絡先 

  団体にあっては、団体の名称、代表者名又は担当部署名、所在地及び連絡先を記載するも 

のとする。 

 (7)農薬を使用していない島根特別栽培米における農薬を使用していない旨 

  「農薬：栽培期間中不使用」と記載するものとする。 

 (8)節減対象農薬以外の農薬のみを使用した島根特別栽培米における節減対象農薬を使用して 

いない旨 

「節減対象農薬：栽培期間中不使用」と記載するものとする。 

 (9)窒素成分を含む化学肥料を使用していない島根特別栽培米における化学肥料を使用してい 

ない旨 

  「化学肥料（窒素成分）：栽培期間中不使用」と記載するものとする。 

 (10)節減対象農薬の節減割合の表示 



   節減対象農薬の節減割合の表示は、「節減対象農薬：当地比 ○割減」と記載するものと 

する。 

 (11)化学肥料の節減割合の表示 

   化学肥料の節減割合の表示は、「化学肥料（窒素成分）：当地比 ○割減」と記載するも 

のとする。 

 (12)節減対象農薬を使用した島根特別栽培米における使用農薬の表示 

   生産過程等において使用した節減対象農薬の名称、用途及び使用回数を記載するものとす 

る。 

 (13)前号による使用農薬の表示は、容器若しくは包装の一括表示とは別の見やすい箇所又は別 

途添付する票片に記載することとし、容器、包装又は票片に表示できない場合は、当該内 

容を消費者が必要に応じて確認できるホームページのアドレス等情報入手の方法を一括表 

示の枠内に掲載するものとする。 

 (14)テープ、シール等における略式の表示 

   上記表示のほか、島根特別栽培米に貼付するシール等に、次に掲げる事項のみを記載した 

略式の表示をすることができるものとする。ただし、この場合においても、すべての表示 

事項について島根特別栽培米の包装材料、表示票等を用いて別途表示しなければならない 

ものとする。 

  ① ４の（１）の①及び② 

  ② 栽培責任者名又は確認責任者名 

③ ①、②を除くすべての表示事項に関する情報入手の方法 

  (15)表示方法の例は、ガイドラインの別記１から別記３までのとおりとする 

６．生産及び出荷段階において留意事項 

(1)生産圃場の選定条件 

   他の圃場と明瞭に区別する事が可能であって、かつ、確認責任者による栽培の管理方法 

調査等が随時可能な場所に設定する。 

 (2)種子 

   島根特別栽培米の生産のための種子については、品種が確認された種子に限ることとす 

る。 

 (3)生産 

    島根特別栽培米は、当該地域の生産基準に基づき栽培され、なおかつ、栽培履歴の記帳 



がなされていることとする。 

 (4)検査 

島根特別栽培米は、登録検査機関により受検することとする。なお、特別栽培米として取

り扱いを行う等級は１、２等までとし、３等は通常米扱いとする。 

 (5) 生産者 

   島根特別栽培米の生産者は、栽培責任者を定めるとともに、その生産及び出荷を行うにあ 

たっては、次の事項に留意する。 

① 島根特別栽培米の生産及び出荷が適切かつ円滑に行われるよう管理組織を設置する等、体 

制の整備に努める。 

② ①の管理組織においては、生産者及び生産ほ場の登録を行うとともに、登録された生産ほ 

場の栽培管理状況及び生産ほ場からの出荷状況等を計画的に点検し、それらが島根特別栽

培米の生産に適当でないと判断される場合には、速やかに当該登録を取り消すこと等によ

って適正な生産及び出荷の管理に努める。 

③ 出荷に際しては、ガイドラインによる表示（シール）(別途作成)を等級証印付近に貼付す

る。  

 (6) 栽培責任者 

   栽培責任者は、次の事項を実施することにより、生産者が適切な生産及び出荷を行うよ 

う栽培管理又はその指導を行う。なお、生産者は栽培責任者を兼ねることが出来るもの 

とする。 

  ① 栽培責任者は、生産ほ場に次の事項を記載した看板を設置するものとする。 

    ア 生産ほ場であること      

イ 生産ほ場の番号及び面積 

    ウ 島根特別栽培米を生産するための栽培方法に改めた年月日 

    エ 栽培責任者の氏名   

②  栽培責任者は島根特別栽培米の栽培開始前に栽培計画書（様式１）を作成し確認責  

任者に提出する。 

③ 栽培責任者は、栽培履歴簿等を参考に栽培管理記録（様式２）を作成し、収穫終了後

速やかに確認責任者に提出する。 

④ 栽培責任者は、出荷記録（様式３）を作成し、一定期間ごとに取り纏めて確認責任者

に提出する。 



 (7) 確認責任者 

   確認責任者は、栽培責任者による栽培管理又はその指導が適切に行われていることを確

認する。 

① 確認責任者は栽培計画書（様式１）の提出を受けたときは、栽培責任者と生産者、生

産ほ場の位置及び栽培計画等を検討したうえで、栽培計画書（様式４）を作成し、生

産年の５月末までに本店に提出する。 

② 確認責任者は、栽培期間中に少なくとも３回以上生産ほ場の状況、栽培管理記録状況 

を調査する。 

③  確認責任者は、確認内容の信憑性を高める観点から、原則として栽培責任者と同一 

でなく当該地域の農業に精通し、技術的な指導が可能な者であることが望ましいが、

栽培責任者と同一とする場合は、極力地区本部営農担当部署の営農指導担当とする。 

④  確認責任者は、栽培責任者より栽培管理記録（様式２）の提出を受けたときは、内容

 を精査のうえ、栽培管理記録（様式５）を作成し、生産年の８月末まで に本店に提

出する。 

⑤  確認責任者は、出荷記録（様式３）の提出を受けたときは、内容を精査のうえ、出

荷記録(様式６)を作成し、生産年翌年の３月末までに本店に提出する。 

⑥ 確認責任者は、栽培計画書・栽培管理記録及び出荷記録を受領後３年間保管する。 

７．販売方法 

  実需者との協議により、有利販売につとめる。 

８．その他 

   本要項にて定める提出書類一覧は別紙４のとおり。 

           

 

附    則 

(1) 関係法令の制定・改廃により、この要項が法令に抵触する場合、法令に定めるところ 

 による 

(2) この要項は、平成２７年４月１日から施行する。 

                           以 上 









○○トン

予想収穫量

○○○kg
（○○kg/10a）

予想出荷量

○○○kg
（○○kg/10a）

○年○月から
○年○か月間

○月○日

○月○日

○○番

○○市
　○○○
　○○-○

米
（コシヒカリ）

○○アール

前作収穫終
了

耕起

は種

除草

・
・
・
収穫

病害虫・雑草防除等
作業名 　年　月　日

○月○日

○月○日

○○○ ○○kg

○年
○月○日

施肥・土づくり等

○月○日

○月○日

○月○日

○○○ ○○kg

○○○

作業計画

ＴＥＬ

ほ場番号

所在地

作物名
（銘柄）

栽培面積

ＴＥＬ

【様式1　平成○○年産　島根特別栽培米　栽培計画書】

栽培責任者名

住所

氏名

生　産　者　名

住所

氏名

受領確認欄

○年○月○日

　　確認責任者名

　　　○○　○○　　　印

現地確認予定欄

ほ場確認　　　　　　○年○月○日

管理状況確認　　　○年○月○日

収穫状況確認　　　○年○月○日

確認責任者名

住所

氏名

ＴＥＬ

（栽培責任者→確認責任者）

収穫までの特別栽
培継続期間

名称 使用量 使用時期 名称 使用量 使用時期

使用予定資材



名称 使用量 使用時期

使用予定資材

確認責任者名

住所

氏名

ＴＥＬ

収穫までの特別栽
培継続期間

名称 使用量 使用時期

氏名

受領確認欄

○年○月○日

　　確認責任者名

施肥・土づくり等

　　　○○　○○　　　印

現地確認予定欄

ほ場確認　　　　　　○年○月○日

管理状況確認　　　○年○月○日

収穫状況確認　　　○年○月○日

○○番

○○市
　○○○
　○○-○

米
（コシヒカリ）

○○アール

耕起

【様式2　平成○○年産　島根特別栽培米　栽培管理記録】

栽培責任者名

住所

氏名

生　産　者　名

住所

前作収穫終
了

ＴＥＬ

ほ場番号

所在地

作物名
（銘柄）

栽培面積

ＴＥＬ

○月○日

○○トン

○月○日

○月○日

作業計画

病害虫・雑草防除等
作業名 　年　月　日

○月○日

・
・
・
収穫

○月○日

○月○日

○○○ ○○kg
収穫量

○○○kg
（○○kg/10a）

出荷量

○○○kg
（○○kg/10a）

○年○月から
○年○か月間

○月○日

（栽培責任者→確認責任者）

○○○

○年
○月○日

○○kg

は種

除草

○○○



フレコン（kg）
②

バラ（kg）
③

○○ ○○

○○ ○○

出荷量計（kg）

住所住所

氏名

出荷先

○○ ○○ ○○○ ○○○

　　　○○　○○　　　印

○○

ほ場番号　

所在地

出荷年月日

○○

氏名

計

氏名

○○

生　産　者　名

住所

○○

ＴＥＬ

紙（kg）
①

出荷形態別出荷量

確認責任者名

ＴＥＬ ＴＥＬ

収穫面積銘柄

○○ ○○

（栽培責任者→確認責任者）

a

a

【様式3　平成○○年産　島根特別栽培米　出荷記録（平成○年○月○日～○月○日）】

受領確認欄

○年○月○日

　　確認責任者名

栽培責任者名



（様式４） 

平成○○年産島根特別栽培米栽培計画書 
 
 
 
 
 
 
 
同じ生産者でも生産圃場が異なる場合は、それぞれに生産圃場番号をつけて下さい。 

 

生産 
圃場 
番号 

栽培生産者 
品種名 

（        ） 
備考 

住所 氏名 
栽培面積 

（ａ） 

出荷計画 

(袋／30kg) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

栽培責任者氏名：               確認責任者氏名： 
 
住所：                    住所： 
 
TEL：                    TEL： 
 



（様式５）

銘柄：

　１．品種が確認された種子により栽培されているか。　　　　　　　　　　　いる　　　・　　　いない

　２．登録検査機関で受検されているか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる　　　・　　　いない

　３．生産基準に基づき栽培され、栽培履歴の記帳がされているか。　　　いる　　　・　　　いない

有効成分 使用量

使用回数（回） （kg）

　４．節減対象農薬　：　当地比　　　割減

　５．化学肥料（窒素成分）　：　当地比　　　割減

　　　氏名：　

　　　ＴＥＬ：　

　　　氏名：　

平成○○年産特別栽培米栽培管理報告書

有効成分回数　合計（回）

用途

節減対象農薬の使用状況

使用農薬名

窒素成分　合計（kg）

　　　ＴＥＬ：　

使用肥料名
使用資材名
（成分名）

　６．栽培責任者

　７．確認責任者

　　　住所：　

化学肥料（窒素成分）の使用状況

＊節減対象農薬の使用状況を掲載したホームページＵＲＬ　：　　

用途

　　　住所：　



（様式６） 

平成○○年産島根特別栽培米出荷記録 
 
 
 
 
 
 
 
同じ生産者でも生産圃場が異なる場合は、それぞれに生産圃場番号をつけて下さい。 

 

生産 
圃場 
番号 

栽培生産者 
品種名 

（        ） 
備考 

住所 氏名 
栽培面積 

（ａ） 

出荷実績 

(袋／30kg) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

栽培責任者氏名：               確認責任者氏名： 
 
住所：                    住所： 
 
TEL：                    TEL： 
 


